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研究報告にあたって

令和５年度特別区長会調査研究機構「特別区における女性を取り巻く状況と
自治体支援の方策」に関する調査研究の報告を行うにあたって、最初に、本研
究の問題意識を明確化することを試みたい。本報告は、特別区に居住する女
性、特に若年女性の「生きづらさ」に着眼し、その解決のためになしうる自治
体支援の方策を探ることを研究課題としているが、この研究課題を説明する
時、必ず受ける質問が「なぜ若年女性だけに焦点を当てるのか」というもので
あった。確かに女性だけでなく男性も、また若年だけでなく中高年も、様々な
「生きづらさ」を抱えている。そうした様々な「生きづらさ」を抱える全ての
区民に対して自治体支援を行うことが使命である特別区の視点から見れば、「な
ぜ若年女性の『生きづらさ』だけに焦点を当てるのか」という問いは、十分に
妥当な問いだということができよう。最初に、問題意識の明確化を試みるの
は、それゆえである。
本報告で「若年女性の生きづらさ」に焦点を当てるのは、それが他の人々の

「生きづらさ」に比較して、より見えにくいのではないかという仮説を置いて
いるからである。その根拠は、以下の通りである。
第一に、女性は男性と比較して、生殖活動に関連して、非常に重い身体的負
担を負う。10代から始まる月経、妊娠に伴うつわり等の身体的変化、陣痛や
分娩等激痛を伴う出産期の身体的危機、出産後の授乳やホルモン変化等に伴う
身体的変化等である。これら女性が被る身体的変化は、日常的活動の継続を困
難にする程にも、十分に大きい。生殖期にいる女性は、この意味で、危機にあ
るといいうる。本研究では、おおよそ生殖期に当たる女性を、若年女性と位置
付けている。
第二に、若年女性の身体的危機は、社会生活上の危機を伴っている。日常的
活動が継続困難になることは、学業や職業等の活動に影響を与えずにはおかな
い。また女性の性的活動は、妊娠・出産などの身体的危機を招く可能性がある
ことから、家族関係に大きな影響を与える。結婚等により、親もとを離れた世
帯を形成する等、家族生活が大きく変化することが多い。出産となれば、一時
的には職場を離れざるを得なくなり、身辺自立も困難になる。新生児の世話も
加わるので、周産期のケアの手配が不可欠になる。子育てをしながら職業継続
ができるかどうかは、雇用形態や職場の状況、保活等に依存する。このように、
若年女性の社会生活は、身体的危機の影響を受けて条件が変化する結果、計画
を立てることが非常に困難になる。にもかかわらず、このような若年女性の身
体的危機に十分に対応する教育機関や職場は少なく、社会保険も存在しない。
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第三に、このような若年女性の状況に対する認識は、社会変動に伴う社会意
識や社会規範の変動の影響を受けていることもあり、未だ確立していない。ま
ず女性の生殖にかかわる身体的変化に関しては、近代以前の家父長制社会にお
ける「穢れ」観念等によって「忌避」の対象となったり、女性の劣等性の証拠
とみなされたりした。この影響は現在でも残っており、月経（生理）について
言葉に出すことを禁じたり、月経時に必要になる手当を人目から隠すことを強
要する等の社会慣習が、未だ残存している（その結果、若年女性が生理用品を
購買できない「生理の貧困」問題があること自体が、近年に至るまで、隠され
ていたことは記憶に新しい）。また女性の性的活動に対しては、性規範のジェ
ンダーによる二重基準の影響から、「ふしだら」等の否定的評価が付与されが
ちであり、女性が性的活動に伴う身体的問題や社会的危機の相談を率直に行う
ことを、困難にしている。同様に、女性が自分の生殖活動に関する知識や性的
身体に関する知識を持つことの重要性に対する認識が確立していない結果、十
分な性教育が行われていない。
第四に、近年では、若年女性の生き方（ライフコース）に関する考え方が大
きく変わったにもかかわらず、雇用構造その他の社会的条件があまり変化して
おらず、若年女性の生き方の選択を困難にしている。
近代社会においては、性別役割分担を前提とする近代家族観が社会の基本的
枠組みとなってきた。この枠組みによれば、結婚後は女性が生活するために必
要となる経済的財は、夫である男性が負担するのが当然であると考えられてい
た。そこから、既婚女性は労働によって自らの生活を経済的に支えるための就
業は、不要であるという考え方が正当化され、既婚女性の就労を「家計補助」
目的としパート労働者と位置付ける雇用形態が一般化した。バブル崩壊以降こ
の雇用形態は、既婚女性だけでなく若年女性や若年男性にも、拡大した。
ゆえに現代では既に、「既婚女性が自らの生活を経済的に支えるための就業
は必要ない」という前提は成り立たなくなっており、若年世代では性別役割分
担を支持しない人の割合が、大幅に増えている。にもかかわらず、一定年齢以
上の女性労働者にパートなどの非正規労働を割り当てる既存の労働市場の構造
は、ほとんど変化しておらず、ライフコースの選択に困難を感じる女性や、希
望するライフコースを選択してもそれを実現できない女性が、増加している。
親世代の若年女性の生き方に関する考え方と若い世代の考え方に大きな相違が
ある結果、家族内や地域社会で、孤立感を深める女性も多い。社会構造と社会
意識が大きく変動した結果、意識の相違をめぐる個人間の対立や、意識と社会
制度との矛盾が深まっているのだ。
これらの理由から、本研究では、若年女性は、生殖活動に伴う身体変化や身
体的健康、生殖活動に伴う社会関係や職業の変化、経済状態の変化、住居の変
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化、ケアにかかわる社会関係調整変化等、非常に多くの生活上の調整リスクに
対処せざるを得ず、当然多くの「生きづらさ」を生み出しているだろうと推測
した。にもかかわらず、これらの若年女性の「生きづらさ」は、見えにくくなっ
ていると考えられる。女性の身体自体を「穢れ」と位置付けたり、女性の性的
行動に対して否定的な評価をしたりする考え方が未だ非常に強いからである。
また多くの女性自身が、これらの「生きづらさ」を相談してよい事柄だとみな
してはいないことも、「生きづらさ」が表に出てこない理由の一つだろうと考
えられる。結果として、若年女性の「生きづらさ」に対する社会的認識が未確
立なのではなかろうか。
本調査は、このような仮説の下で、若年女性の「生きづらさ」について、調
査研究を行った。調査結果が有効に利用されることを、期待している。

「特別区における女性を取り巻く状況と自治体支援の方策」研究会リーダー
江原由美子
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第１章 調査研究の概要

1-1　調査研究テーマについて

（1）調査研究の背景

女性をめぐる課題については、生活困窮、性暴力・性犯罪被害、家庭関係破
綻など複雑化、多様化、複合化が指摘されており、令和６（2024）年４月には
「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が施行されることとなって
いる。このため、「孤独・孤立対策」といった視点も含め、若年女性への支援
施策を早急にかつ適切に講じることは、国及び地方公共団体の責務である。
我が国においては、近年、女性のライフコースの選択肢が多様になった一方
で、一般的には「女性は男性より賃金が低くて当たり前」といった「性別役割
分業観」が根強く存在する。このため、若年女性、特に「非正規雇用の若年女
性の貧困」は深刻化しやすいにもかかわらず、社会問題として認識されにくい
ことから、支援が十分に行き届いていない可能性がある。
他地域から多くの若者の流入する特別区部 1においても、困難を抱える女性
が多く存在している可能性が高い。しかしながら、これまで、特別区におい
て、若年女性に関する実態調査等は実施されていなかった。

（2）調査研究の目的

上記の背景を踏まえ、本研究は、特別区における女性を取り巻く状況と経済
的な困難をはじめとする生きづらさを抱える女性が求める支援を明らかにした
うえで、女性が自らの希望するライフコースを選択できるよう、今後特別区が
取りうる方策の方向性について調査研究を行うこととした。

（3）調査研究の対象とする女性の年齢層

本研究では、以下を参考に特別区に在住する18歳から44歳までの若年女性
を調査対象とした。

1　�「住民基本台帳移動報告　第２－１表　年齢（５歳階級）、男女別他都道府県からの転入者の移動率－全国、
都道府県、３大都市圏（東京圏、名古屋圏、大阪圏）（2022年）」（総務省統計局）
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1-2　調査研究の全体像

（1）基礎情報の整理

既存の統計データや関連資料から、若年女性の生きづらさに関する基礎的な
指標を整理するとともに、国や東京都、特別区の政策及び民間支援活動につい
て、動向を把握した。

（2）23区アンケート調査の実施

23区に対するアンケート調査を実施した。

調 査 対 象：東京23区
調 査 方 法：各区に調査票を送付し、メールにて回答を回収
調 査 期 間：令和５年５月26日～令和５年６月９日
調 査 項 目：�若年女性の生きづらさへの対応に関わる取組の現状と、今

後に向けての課題認識、注目している民間支援活動　等
有効回答数：23（回収率　100％）

（3）当事者調査の実施

①Webアンケート調査の実施
本研究では、特別区で暮らす若年女性について、どんな人々がどんな生きづ
らさを抱えているか、暮らし方や働き方の実態と意識をWebアンケートによ
り把握することとした。

　ア　事前調査アンケートの実施
イの本調査アンケートの設計に向けた事前調査アンケートを実施した。

調 査 対 象：東京に居住する15～44歳の女性
調 査 方 法：調査会社の調査モニターを使ったWebアンケート調査
調 査 期 間：令和５年５月３日～令和５年５月５日
調 査 項 目：生きづらさについて、悩みの相談について　等
有効回答数：933件
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